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□ 不動産（含 借地借家） □ 債権回収 ☑ 医療過誤 □ 渉外・外国人

□　個人倒産消費者 □ 労働問題 □ 行政 ☑ 家事事件

□ 倒産 □ 商事 □ 知財事件 ☑ 刑事・少年事件
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７

８

受任

設備使用

経費分担

９

採用予定人数 （　　複数　　）名 採用対象修習期 　　　　　（　　79　　）期

その他　（弁護士会費の 事務所負担等） ・通勤交通費：自己負担　　・弁護士登録料：自己負担 ・弁護士会費：自己負担

　□勤務弁護士　　　□独立採算制　　　☑その他（ アソシエイト弁護士（委任契約） ）

 条　　件（勤務弁護士の場合）　 

勤務日 シフト制にて平日5日＋土日のどちらかを任意の場所で相談待機

平日事務所内勤務時間

休暇

8：50～（法律相談の最終受付19：30）終了時刻は個人の裁量

GW・夏季・冬季に各5日間の休暇あり

給与 1年目年棒1080万～。個人の業績により変動し、2年目以降は歩合制へ移行。

アトム法律事務所はその知名度から豊富な事件や事故の案件がある事務所です。交通事故、刑事弁護、離婚、今後は相続な
ど、様々な分野を幅広く扱うため、弁護士としての総合力を身につけることができます。求める人材としては、刑事弁護におい
てはアイデアがものをいう場面も多いため、創意工夫のできる方，臨機応変な対応ができる方。また，豊富な相談数の中で積
極的に受任できることと，平行して事件処理ができる方の両立も大切です。知的にも身体的にも体力と根気があり、バランス感
覚がある方が向いていると考えています。

【個人情報の取扱いについて】
　ご提供いただきました情報は、ホームページ上への掲載等、司法修習生等の就職活動に資することを目的として利用致します。

　　　　　書式作成日：2021年2月改訂

個 人 受 任

　□可　　　☑許可制　　　□相談制　　　□不可

受任時
　☑可　　　□不可　　　□その他　※人的リソースは範囲外

　□分担無　　　☑分担有　　　□その他

事務所のアピール・特色・将来像・求める人材等

≪就職説明会用≫新規登録弁護士募集票
【ご記入いただくにあたって】
　注１「他の有資格者」には、事務所所属の公認会計士、税理士、弁理士、司法書士等の士業の方を記載してください。

事務所名 アトム法律事務所横浜支部

ＦＡＸ

saiyou@atomfirm.co.jp

細谷 隆之

Ｅ－ｍａｉｌ

事務所所在地

責任者/担当者名

神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル5階

https://atomfirm.com/access/yokohama

連絡先 　ＴＥＬ　03-6206-6536

事務所URL（ブログ可）

主な取扱事件（複数選択可）

掲載終了日

勤 務 形 態

　総数　（　　67　　　）名（職員を含む） ※横浜支部：9名

　うち弁護士（日本資格）　　　男性（　29　）名　女性（　3　）名 　※横浜支部：男性3名、女性1名

　男性（　6　）名　　女性（　   　）名　（　61　）期～（　75　）期 　※横浜支部：男性1名（66期）

　男性（　23　）名　　女性（　3　）名　（　63　）期～（　77　）期   　※横浜支部：男性2名（72期・73期）　女性1名（77期）

　資格の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　計（　　　）名

事務所の構成

パートナー・経営者

アソシエイト・勤務弁護士

他の有資格者　（注１）

　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　※記載がない場合は申請月から３ヵ月後の月末に削除

その他取り扱い事件に特色があれば、ご記入ください。

交通事故の被害者方
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